
１　総括

 (1) 人件費の状況（普通会計決算）

 (2) 職員給与費の状況（普通会計決算）

　　　　　　　

千円 千円 　　　　　千円 千円

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。

      ２　職員数については、令和６年４月１日現在の人数である。また、任期付短時間勤務職員、暫定再任用職員（短時間勤務）、

　　　　定年前再任用短時間勤務職員及び会計年度任用職員を含まない。

　３　給与費については、任期付短時間勤務職員、暫定再任用職員（短時間勤務）及び定年前再任用短時間勤務職員の給与費が

　　　　含まれているが、会計年度任用職員の給与費は含まれていない。

 (3) ラスパイレス指数の状況

(注）１　ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国の職員
 　　　数（構成）を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表（一）の適用職員の俸給
 　　　月額を100として計算した指数。

　　 ２　（）書きの数値は、地域手当補正後ラスパイレス指数を指す。地域手当補正後ラスパイレス指数とは、地
　　　 域手当を加味した地域における国家公務員と地方公務員の給与水準を比較するため、地域手当の支給割合を用
 　　　いて補正したラスパイレス指数。
 　　　（補正前のラスパイレス指数×（１＋当該団体の地域手当支給割合）／（１＋国の指定基準に基づく地域手当

       支給割合）により算出。）

　　 ３ ラスパイレス指数（地域手当補正後ラスパイレス指数を含む）の算出に当たっては、60歳に達した日後の最

      初の４月１日以後に支給される給料月額について、本来の給料月額の７割水準に設定される職員を除いている。

　　　　　

Ｂ（令和7年1月1日）

区　分

職員手当

691,728,176

職員数

令和
６年度

給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費

％

23.4161,984,318

人 千円

Ａ 給　 料

75,473,279

令和
６年度

人

16,937 118,743,640

(参考)都道府県平均

一人当たり給与費給与費 Ｂ／Ａ

13,182,578 30,087,783 7,011

（参考）

千円 千円

5,059,7281,185,767

Ａ

住民基本台帳人口

千円

期末・勤勉手当

一人当たり

％

22.3

　　計　　Ｂ

実質収支

Ｂ／Ａ

区　分 歳出額

青森県の給与・定員管理等について

人件費率人件費

千円

7,115        

令和5年度の人件費率

96.8
99.8

96.8
99.6

96.8
99.7

96.8
99.7

90.0

95.0

100.0

105.0

110.0

115.0

青森県 都道府県平均

(R7.4.1)(R6.4.1)(R5.4.1)(R4.4.1) (R7.4.1)(R6.4.1)(R5.4.1)(R4.4.1)

(96.8)(96.8)(96.8)(96.8)
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 (4) 給与改定の状況

①月例給

（参考）

％

②特別給（期末・勤勉手当）

（参考）

月 月

 (5) 社会と公務の変化に応じた給与制度の整備（給与制度のアップデート）の実施状況について

①給料表の見直し

[　令和７年４月１日　]

　一般行政職の給料表について、国の見直し内容を踏まえ、３級から７級までの

　初号近辺の号給をカットし、これらの級の初号の給料月額の引上げを行うとともに、

　８級から９級の隣接する級間での給料月額の重なりの解消等を実施。

②地域手当の見直し

　地域手当の見直しについては、国と同様に令和７年４月１日より段階的に実施。　

　

③その他の見直し内容

　令和７年４月１日より、扶養手当、通勤手当、単身赴任手当及び管理職員特別勤務手当について、

　国の見直しを踏まえて見直しを実施。

 (6) 特記事項 なし

円

公務員の

（改定率）A - B

令和
７年度

令和
７年度

月

国の年間民間の支給

【概要】国家公務員給与においては、行政職俸給表(一)において３級から７級までの初号近辺の号俸をカットし、これらの級の初号の
俸給月額の引上げを行うとともに、８級から10級の隣接する級間での俸給月額の重なりの解消等を行っている。その他、各種手当につ
いて見直しを行っている。

4.64

年間支給月数

（注）「民間の支給割合」は民間事業所で支払われた賞与等の特別給の年間支給割合、「公務員
    の支給月数」は期末手当及び勤勉手当の年間支給月数である。

4.55 0.10

B

較差

A

支給月数　　B （改定月数）

勧　告

A - B

月

％

3.62

円 10,791

月

％

366,158

較差区　分

人事委員会の勧告

区　分

0.09 4.65

公務員給与 国の改定率民間給与

3.05

（注）「民間給与」、「公務員給与」は、人事委員会勧告において公民の４月分の給与額をラス
   パイレス比較した平均給与月額である。

月

勧　告

4.65

人事委員会の勧告

給与改定率

支給月数割合　　　 A

3.05355,367 (3.04%)
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２　職員の平均給与月額、初任給等の状況

 (1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（令和７年４月１日現在）

　　　①一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

　　　②技能労務職

54.1 歳 211 人 円 円 円 － 歳 円

うち用務員 55.7 歳 70 人 円 円 円 44.8 歳 円

うち自動車運転手 54.8 歳 63 人 円 円 円 42.9 歳 円

うち守衛 53.0 歳 2 人 円 円 円 50.9 歳 円

51.3 歳 1,703 人 円 円 円

53.7 歳 140 人 円 円 円

歳 円 円 円

うち用務員 歳 円 円 円

うち自動車運転手 歳 円 円 円

うち守衛 歳 円 円 円

　　　③高等（特別支援・専修・各種）学校教育職

歳 円 円

歳 円 円

民　　間　２

－

(A) (B)

参考

341,488

D/E

参考

A/B

－

1.11

0.90

0.73

－

公　　務　　員 民　間　１

対応する民間

の類似職種

－

用務員

自家用乗用自動
車運転手

守衛

平均年齢
平均給与月額

－

301,565

389,944

412,708

－ －

－ 414,480

都道府県平均 42.3

－

－

平均給与月額

428,797

－ －

青森県

平均年齢 職員数 平均給料月額

305,500

303,200

310,000

275,000

294,567

309,925

平均給与月額

342,029

333,494

350,544

301,850

-

366,087

※「民間１」は、令和7年人事院民間給与実態調査（調査対象：企業規模50人以上かつ事業所規模50人以上の民間
　事業者）の「きまって支給する給与」の額を使用している。（青森県人事委員会の民間給与実態調査のデータは、
　対象人員がいない又は極めて少ないため、人事院の調査データを使用している。）

区　　分 平均年齢

都道府県平均 44.6 378,535 442,107

※「民間２」は、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用している。
　（令和４年～令和６年の３か年平均）

※技能労務職の職種と民間の職種等の比較に当たり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致
　しているものではない。

※年収ベースの「公務員（Ｄ）」及び「民間２（Ｅ）」のデータは、それぞれ平均給与月額を１２倍したもの
　に、公務員においては前年度に支給された期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の
　額を加えた試算値である。

平均給料月額

372,087

国

平均給与月額

（国比較ベース）

321,950

319,888

325,926

289,000

337,907

区　　分

青森県

（国比較ベース）

国 41.9 332,237

321,300

平均給与月額

384,183

平均年齢 平均給料月額

42.5

青森県

区　　分

区　　分

都道府県平均

47.3青森県 383,900

329,304 420,139

平均給与月額

(C)

－

215,100

215,700

231,000

乗用自動車運転者

－

警備員

平均年齢

－

49.3

56.4

50.8

5,602,528 2,674,300 2.09

5,009,800 3,053,700 1.64

対応する民間

の類似職種

－

他に分類されない運搬・清
掃・包装等従事者 2,986,400 1.81

平均給与月額

349,835

参　　考

年収ベース(試算値)の比較

公務員(D) 民間２(E)

－ －－

1.55

1.63

1.31

A/C

5,392,228
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　　　④小・中学校（幼稚園）教育職

歳 円 円

歳 円 円

　　　⑤警 察 職

歳 円 円 円

歳 円 円

歳 円 円 円

（注）１　「平均給料月額」とは、令和７年４月１日現在における職種ごとの職員の基本給の平均で

　　　　ある。　　　                                                                        

      ２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間　　　　　 

　　　　外勤務手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査にお

　　　　いて明らかにされているものである。　

　　　　　また、「平均給与月額（国比較ベース）」は、比較のため、国家公務員と同じベース（＝

　　　　時間外勤務手当等を除いたもの）で算出している。

 (2) 職員の初任給の状況（令和７年４月１日現在）

一般行政職 円 円

円 円

技能労務職 円 －

円 －

高等学校教育職 円 －

－ －

小・中学校教育職 円 －

－ －

警　察　職 円 円

円 円

 (3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和７年４月１日現在）

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

平均給与月額

366,616

国 41.7 339,095 -

都道府県平均 39.4 345,913 494,513 397,690

381,500

平均年齢 平均給料月額

421,086

（国比較ベース）

440,078

399,794

一般行政職

経験年数25年

356,619

区　　分

平均給料月額

区　　　分

47.2

324,600

平均年齢

188,000

青森県

高　校　卒 194,500

都道府県平均 41.6 424,360

295,272

－

313,461

青　　森　　県

192,500

247,031

高　校　卒

大　学　卒

高　校　卒

大　学　卒 255,200

経験年数10年

410,749

225,600 220,000

　

296,800

192,500

314,788 369,581 394,454

－ － －

374,212296,918

教育職 高　校　卒 －

高　校　卒

－

374,627

330,200

技能労務職

360,249 391,388

－

264,400

高　校　卒

284,433 332,313

407,160

386,683

306,200

－

大　学　卒

大　学　卒 416,650

－中　学　卒

高　校　卒

－－

384,400

38.8

区　　分

　

216,400

279,557 346,952 397,761

経験年数30年

大　学　卒

高　校　卒

国

252,000

中　学　卒

警　察　職

小・中学校

大　学　卒

教育職

317,150

353,494

区　　　         分

高　校　卒

378,566

経験年数20年

252,000

平均給与月額

大　学　卒

青森県

平均給与月額

高　校　卒

226,000

大　学　卒

高等学校

254,900

401,071
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３　一般行政職の級別職員数等の状況

 (1) 一般行政職の級別職員数および給料表の状況（令和７年４月１日現在）

（注）１　青森県の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。
      ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

  

321,300 398,200 

円

580,600 

298,800 

円

550,800 

円
部長

円

人

20
９　　級

％

732

構成比

円

人

１号給の
給料月額

0.0

総括主幹

円

540,900 

円

円

円

0
１０　級

％

％

15.4

0.5

円

458,300 

人

課長

人
主幹

円

標準的な職務内容

17.2

４　　級

８　　級 次長
488,500 

円

355,200 

510,200 

最高号給の
給料月額

円 円
主事、技師

％

％

258,100 

円

円

20.4

16.8

354,700 

415,700 

円

450,900 

389,300 

副参事

円

７　　級

785

408,300 138

職員数

45

265,300 

230,000 

183,500 

％人

1.1

7.0

％

3.2

人

18.4

円

308,500 

717

円

人

％

657

％
５　　級

６　　級

１　　級

299

３　　級

主事、技師

人

870

主査、係長
人

２　　級

人

区　　分

％

1級
16.8%

1級
16.8%

1級
16.7%

2級
20.4%

2級
19.4% 2級

15.5%

3級
17.2%

3級
17.1% 3級

15.6%

4級
18.4%

4級
20.4% 4級

25.9%

5級
15.4%

5級
14.3%

5級
13.9%

6級,7.0% 6級,7.3% 6級,7.4%

7級,  3.2% 7級,  3.1% 7級,  3.3%8級,  1.1% 8級,  1.1% 8級,1.1%
9級,  0.5% 9級,  0.5% 9級,0.6%10級,  0.0% 10級,  0.0% 10級,0.0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

令和７年の構成比 １年前の構成比 ５年前の構成比
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 (2) 国との給料表カーブ比較表（行政職（一））（令和７年４月１日現在）

 (3) 昇給への人事評価の活用状況（一般行政職）（青森県）

　

昇給可能な

○

　　 標準、下位の区分

区分

令和６年度中における運用

○

一般職員管理職員

　 活用している昇給区分
ある区分

イ．　人事評価を活用している

　　 上位、標準、下位の区分

○　　 上位、標準の区分

　 活用予定時期

　　 標準の区分のみ（一律）

昇給実績が昇給可能な

区分

昇給実績が

ある区分

○ ○

ロ．　人事評価を活用していない

○

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000
国10級（特に重要課長）

（百円）

給

料

月

額

昇 給

令和７年４月１日時点

国９級（課長）

国８級（困難室長）

国７級（室長）

国６級（困難課長補佐）

国５級（課長補佐）
国４級（困難係長）

国３級（係長）

国２級（上級係員）

国１級（係員）

青森県 （R７）

国家公務員 （R７)

県10級（特に重要部長）

県９級（部長）

県８級（次長）

県７級（課長）

県６級（副参事）
県５級（総括主幹）

県４級（主幹）

県３級（主査）

県２級（主事）

県１級（主事）
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４　職員の手当の状況

 (1) 期末手当・勤勉手当

（令和６年度支給割合） （令和６年度支給割合）

　　　　　期末手当　　　　　　勤勉手当 　　　　　期末手当　 　　　　　勤勉手当

月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

（注）　(  )内は、暫定再任用職員に係る支給割合である。

○勤勉手当への人事評価の活用状況（一般行政職）（青森県）

　

 (2) 退職手当（令和７年４月１日現在）

勤続20年 月分 月分 勤続20年 月分 月分

勤続25年 月分 月分 勤続25年 月分 月分

勤続35年 月分 月分 勤続35年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

　 83.7/100 83.7/100

その他の加算措置 その他の加算措置 定年前早期退職特例措置

（3 ～ 45%加算）

（退職時特別昇給　　　制度なし）

　２ 「応募認定・定年」のうち「定年」には、定年退職及び定年引上げ前の定年年齢に達した日
以後その者の非違によることなく退職した場合を含む。

24.586875

1,776

支給実績が

47.709

応募認定・定年

(1.400) (1.000)

千円　

39.7575

・基本額

職制上の段階、職務の級等による加算措置
・ 役職加算 　　5 ～ 20％
・ 管理職加算　10 ～ 25％

2.50

職制上の段階、職務の級等による加算措置
・ 役職加算 　　5 ～ 20％
・ 管理職加算　10 ～ 25％

１人当たり平均支給額（令和６年度）

青　森　県

21,798 千円

19.6695

（注）１　退職手当の１人当たり平均支給額は、前年度に退職した職員に支給された平均額である。

33.27075

47.709

・調整額

2.50

　　 上位、標準、下位の成績率

（2% ～ 20%加算）

国

○ ○

39.7575

定年前早期退職特例措置

28.0395

令和６年度中における運用 管理職員

47.709

28.0395 33.27075

19.6695

47.709

2.05

47.709

勧奨・定年

24.586875

・調整額

47.709

○

青　森　県

支給可能な

（1.000）

2.10

・基本額

イ．　人事評価を活用している

国

－

　 活用している成績率
支給可能な 支給実績が

成績率 ある成績率 成績率

（1.400）

一般職員

　　 標準、下位の成績率

　　 上位、標準の成績率

ある成績率

　　 標準の成績率のみ（一律）

ロ．　人事評価を活用していない

　 活用予定時期

（支給率） 自己都合（支給率） 自己都合 勧奨・定年

○ ○ ○

１人当たり
平均支給額

自己都合

3,566 千円
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 (3) 地域手当 （令和７年４月１日現在）

千円

円

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

％ ％

（注）「国の制度（支給割合）」の欄の平均支給割合は、企業会計等を除く普通会計から給与を支給されている

　　　一般職の職員に対し国の支給割合で支給したと仮定した場合の加重平均の支給割合である。

 (4) 特殊勤務手当（令和７年４月１日現在）

千円

　円

　％

20

3

手当の種類（手当数）

平均支給割合 －

県税事務手当

感染症等防疫作業手当

0

24

支給対象職員数支給割合

東京都特別区

支給対象地域

835,545

45,955

20

支給実績（令和６年度決算）

国の制度（支給割合）

16

14

16

名古屋市

16

12

大阪市

16

支給職員１人当たり平均支給年額（令和６年度決算）

主な支給対象業務
支給実績

(令和６年度決算)
左記職員に対する支給単価

19

1,087,106

145,744

44.5職員全体に占める手当支給職員の割合（令和６年度）

支給職員１人当たり平均支給年額（令和６年度決算）

支給実績（令和６年度決算）

9

7

16 6

4

札幌市

9

14 5

3

仙台市 3

福岡市

7

17

医師

日額　600円

日額　300円

（支給対象作業の（２）の作業のうち、
家畜伝染病（高病原性鳥インフルエ
ンザ及び低病原性鳥インフルエンザ
に限る。）のまん延を防止するために
行う家畜のと殺、家畜の死体の焼却
若しくは埋却、汚染物品の焼却、埋
却若しくは消毒又は畜舎等の消毒の
作業に従事した場合は、日額600円）

千円745

出張して納税義務者等（国及び
地方公共団体等を除く。）と直接
接して行う県税の調査、検査、
徴収、滞納処分又は犯則事件
の調査若しくは処分に関する業
務

千円23

(1)感染症が発生し、又は発生
するおそれのある場合におけ
る、感染症患者等の救護又は感
染症の病原体の付着等の物件
の処理作業
(2)家畜伝染病が発生し、又は
発生するおそれのある場合にお
ける、家畜伝染病の病菌を有す
る家畜等に対する防疫作業

本務として防疫作業に従事す
る職員のほか、これと同一の場
所、時期、条件等において防
疫作業に従事するその他の職
員

税務課又は県税事務所に勤務
する職員

手当の名称 主な支給対象職員
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危険作業手当

職業訓練指導員手当

福祉業務手当

診療手当

9,204 千円

児童相談所、保健所、衛生研
究所、精神保健福祉センター、
あすなろ療育福祉センター及
びさわらび療育福祉センターに
おいて医師又は歯科医師とし
て従事する職員

医療

支給額＝基準額＋加算額
基準額 　32,000～80,000円
加算額
　あすなろ療育福祉センター診療部
長、さわらび療育福祉センター診療
部長が、救急患者又は入院患者の病
状の急変等により、正規の勤務時間
外に出勤し、当該患者の診療に従事
した場合の勤務1回につき1,620円と
して計算した額

7,326 千円

職業訓練

(1)福祉事務所において現業を
行う所員及び指導監督を行う
所員
(2)児童相談所に勤務する次の
職員
　①児童福祉司
　②児童指導員及び保育士
　③判定業務に従事する者で
あって、児童福祉法第12条の3
第2項第1号、第2号又は第5号
に該当する者若しくは2年以上
判定業務に従事した経験を有
する者
　④次長及び課長
　⑤　①～④以外の職員
(3)女性相談支援センターにお
いて困難女性支援法又は配偶
者からの暴力の防止及び被害
者の保護に関する法律の規定
による事務を行う職員
(4)あすなろ療育福祉センター
及びさわらび療育福祉セン
ターに勤務する児童指導員、
保育士及び看護助手
（5）子ども自立センターみらい
に勤務する児童の教育及び指
導に直接従事することを本務と
する職員
（6）右の（11）の業務に従事す
る職員

(1)生活保護法の規定により要
保護者、被保護者又はその扶
養義務者を訪問し面接して行う
指導、相談、調査の業務又は児
童福祉法の規定により援護若し
くは育成の措置を要する者等を
訪問して行う指導、相談、調査
の業務
(2)要保護児童の相談、調査、指
導及び措置の業務
(3)児童の一時保護に関する業
務
(4)児童の心理判定に関する業
務
(5)援護又は育成の措置を必要
とする者等を訪問して行う指導、
相談又は調査の業務
(6)要保護児童等と直接接見し
て行う相談、調査又は指導の業
務（愛護手帳の交付に係る業
務、障害児施設給付費制度に
係る業務等を除く。）
(7)困難女性支援法に基づく一
時保護に係る困難な問題を抱え
る女性又は配偶者暴力防止法
に基づく一時保護に係る被害者
の付添業務として女性相談所以
外の場所において行う指導、援
助等の業務
(8)入所者の生活指導等の業務
(9)看護補助業務
(10)児童と起居を共にして行う
自立支援又は生活支援の業務
(11)精神保健及び精神障害者
福祉に関する法律第29条の2の
2第1項の規定により精神障害者
を移送する業務

(1)左記、(8)及び(9）の業務に従事す
ることを常例とする職員
　月額　12,600円
（再任用短時間勤務職員及び育児短
時間勤務職員等
　日額600円）
(2)左記（２）～（４）、（10）の業務に従
事することを常例とする職員
　月額　18,900円
（再任用短時間勤務職員及び育児短
時間勤務職員等
　日額900円）
(3)上記（1）及び（2）以外の職員のう
ち、左記（1）～（6）、（8）(9)（11）の業
務に従事した職員
　日額　600円
(4)上記（1）及び（2）以外の職員のうち
左記（7）の業務に従事した職員
　日額　300円

千円28,215

職業能力開発校又は障がい者
職業能力開発校に勤務する職
業訓練指導員（管理職手当の
支給を受ける職員を除く。）

日額　300円

経済産業政策課、消防保安
課、農林水産事務所、県土整
備事務所及び空港管理事務所
に勤務する職員

(1)地上又は水面上10メートル以
上の足場の不安定な箇所にお
ける作業
(2)坑内における作業
(3)11月から翌年4月までの期間
内において、滑走路の摩擦係
数を測定する作業

千円105

月額　18,900円
（再任用短時間勤務職員及び育児短
時間勤務職員等
　日額900円）
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千円167

千円76

衛生検査手当

夜間看護手当

放射線取扱手当

千円

食肉衛生検査手当

狂犬病予防等作業手当

病害虫防除手当

家畜診療手当

8,985 千円

千円

(1)狂犬病予防員等である職員
(2)動物愛護センターに勤務す
る職員

病害虫防除所に勤務する職員

農林水産事務所の家畜保健衛
生所に勤務する獣医師の資格
を有する職員

(1)左記(1)の職員が従事する、
狂犬病予防法等の規定による
犬の捕獲、犬又はねこの処分等
の作業
(2)左記(2)の職員が従事する、
犬若しくはねこの捕獲（引取の
ための捕獲を含む。）若しくは収
容又は収容した犬若しくはねこ
の殺処分の作業

植物防疫法第32条第4項に規
定する事務のうち、有害動物又
は有害植物の発生を予察する
ための現地調査

家畜の診療、家畜の病性の検
査若しくは鑑定又は家畜伝染病
の予防若しくは防疫に関する業
務

4,756

支給対象作業に従事することを常例
とする職員
　　月額  6,300円
（再任用短時間勤務職員及び育児短
時間勤務職員等
　日額300円）

支給対象作業に従事することを常例
としない職員
　　日額  300円

勤務１回につき　3,600円

保健所、あすなろ療育福祉セ
ンター、さわらび療育福祉セン
ターに勤務する診療放射線技
師又は診療エックス線技師

食肉衛生検査所に勤務する職
員

月の初日から末日までの間に外
部放射線を被ばくし、その実効
線量が100マイクロシーベルト以
上であったことが医療法施行規
則第30条の18第2項に定める測
定（同項第1号ただし書によるも
のを除く。）により認められた場
合

獣畜のと殺若しくは解体の検査
又は食鳥検査の業務

(1) 左記の業務に従事することを常例
とする職員
　支給額  月額　18,900円
（再任用短時間勤務職員及び育児短
時間勤務職員等
　日額900円）
(2) 左記の業務に従事することを常例
としない職員
　　日額　900円
(月額の衛生検査手当の支給を受け
る職員については600円)

支給要件に該当することとなった月1
月につき　6,300円

0

あすなろ療育福祉センター又
はさわらび療育福祉センターに
勤務する看護師又は准看護師

(1) 食肉衛生検査所に勤務す
る職員（食肉衛生検査手当を
受ける者を除く。）
(2) 青森県青森環境管理事務
所、衛生研究所、青森県上北
農林水産事務所又は原子力セ
ンターに勤務する職員（青森県
上北農林水産事務所に勤務
し、医療職給料表(二)の適用を
受ける職員を除く。）

(1) 左記の（1）又は（２）の職員が
従事する、寄生虫若しくは寄生
虫卵又は結核菌その他の病原
体の検索又は調査の作業
(2) 左記（２）の職員が従事する、
健康を害するおそれのある有害
ガスの発生を伴う化学的検査の
作業

正規の勤務時間による勤務の
一部又は全部が深夜(午後10時
後翌日の午前5時前の間)にお
いて行われる看護等の業務

5,994

千円

千円2,516

日額　300円

日額　300円

月額　12,600円
（再任用短時間勤務職員及び育児短
時間勤務職員等
　日額600円）
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千円

(1) (1)の業務に従事する職員
　日額　300円
(2) (2)の業務に従事することを常例と
する職員
　月額　6,300円
（再任用短時間勤務職員及び育児短
時間勤務職員等については日額300
円）
(3) (2)の業務に従事することを常例と
しない職員
　日額　300円

千円

(1)医療薬務課に勤務する職員
(2)水産振興課に勤務する職員
(3)病害虫防除所に勤務する職
員

(1)左記(1)の職員が従事する、
麻薬及び向精神薬取締法第54
条第5項に規定する職務で、司
法警察員として行う職務のうち
捜査（事務的作業を除く。）又は
被疑者の逮捕
(2)左記(2)の職員が従事する、
漁業関係法規違反の疑いのあ
る船舶について海上で行う漁具
等の検査、証拠物件の押収若し
くは被疑者の検挙の業務又はこ
れらの船舶の追跡の業務
(3)左記(3)の職員が従事する、
農薬取締法第29条の規定によ
る立入検査の業務で、検査の妨
害を行う者や度重なる指導に
よっても違反状態を改善しない
者等への立入検査の業務その
他職員の心身に著しい負担を
与えるものと人事委員会が認め
る業務

用地買収交渉等手当

犯則取締等手当

公害等調査手当

実習指導手当

実習指導補助手当

(1)左記(1)及び(2)の職員が、出
張して行うばい煙、ふんじん、ガ
ス、臭気、水質、汚水、廃液、騒
音、振動、土壌等の検査若しく
は測定又は公害防止施設の整
備に関する工場等における技術
指導の業務
(2) 左記(2)のうち、環境管理事
務の職員が検査室において行う
健康を害する恐れのある有害ガ
スの発生を伴う化学的検査の業
務
(3) 資源循環推進課又は環境管
理事務所の職員が行う廃棄物
の処理及び清掃に関する法律
の規定による立入検査の業務の
うち、帳簿書類の検査以外の業
務

日額  300円475

日額　300円

千円

日額　300円

(1)消防学校に勤務する職員
(2)営農大学校に勤務する職員
のうち、校長、教頭及び総務課
の職員以外の職員

農村整備課、監理課、農林水
産事務所及び県土整備事務
所、学校施設課に勤務する職
員

用地買収又は事業の施行により
生ずる損失の補償に係る交渉
（国、地方公共団体等との交渉
を除く。）の業務

272

(1) 環境政策課、原子力安全
対策課に勤務する職員
(2) 環境管理事務所又は原子
力センターに勤務する職員で、
月額の衛生検査手当を受ける
者以外の職員
(3)資源循環推進課に勤務する
職員

営農大学校に勤務する職員
(総務課の職員を除く。)

実習指導手当の支給対象業務
の補助業務

345

千円166

日額　600円215 千円

(1)左記(1)の職員が、地上10
メートル以上の高所において救
助又は消火活動の訓練に従事
する業務
(2)左記(2)の職員が、機械・器具
等を使用して実技を通して農業
に関する実習に従事する業務
で、次に掲げる業務以外の業務
①講義室又は実験室で行う業
務
②正規の勤務時間外に行う動
物の飼育又は機械、器具等の
維持及び管理の業務
③監督業務又は引率業務

11



災害応急作業等手当

(1)農林水産事務所及び県土
整備事務所、空港管理事務所
に勤務する職員
(2)消防保安課に勤務する職員
(3)右記(3)(4)の業務に従事する
職員

(1)の作業
①巡回監視  日額　300円
（作業が日没時から日出時までの間
において行われた場合は、600円）
②応急作業又は応急作業のための
災害状況の調査  日額　600円
（作業が日没時から日出時までの間
において行われた場合は、900円）
(2)の作業　日額　300円
(3)の作業　搭乗時間1時間につき
1,900円
（飛行中の回転翼航空機から降下し
て行う業務又はその補助業務に従事
した場合は、搭乗時間1時間につき
2,470円）
(4)の作業　4万円を超えない範囲内
で人事委員会が定める額

(1)左記(1)の職員が、 豪雨等異
常な自然現象により重大な災害
が発生し、又は発生するおそれ
のある河川等において行う、巡
回監視、応急作業又は応急作
業のための災害状況の調査
(2)左記(2)の職員が、火薬類又
は高圧ガスによる災害が発生し
た場合において、災害の現場に
赴いて行う火薬類取締法第43
条第1項又は高圧ガス保安法第
62条第1項の規定に基づく立入
検査（帳簿書類だけの検査の場
合は除く。）の業務
(3)回転翼航空機に搭乗して行う
次に掲げる業務
①災害対策業務
②傷病者の緊急搬送
③①及び②に掲げる業務のほ
か、人事委員会が別に定める業
務
(4)原子力緊急事態宣言があっ
た場合に対処するための次に掲
げる作業
①特定原子力事業所（緊急事
態応急対策実施区域に所在す
る原子力事業所のうち人事委員
会が定めるもの）の敷地内にお
いて行う作業
②特定原子力事業所に係る原
子力災害対策本部長指示に基
づき設定された区域等を考慮し
て人事委員会が定める区域に
おいて行う作業（①に掲げる作
業を除く。）

3,868 千円
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学校職員の特殊勤務手当

職員の特殊勤務手
当に関する条例
（昭和26年７月17
日青森県条例第39
号）第18条第１項
に掲げる号

第１号（教員特殊
業務手当）

第２号（多学年学
級担当手当）

主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価

(1)①日額　8,000円
　  ②日額　7,500円
     ③日額　7,500円
(2)日額　5,100円
(3)日額　5,100円
(4)日額　1,800円～2,700円

411,114 千円

小学校、中学校又は義務教育
学校の2以上の学年の児童又
は生徒で編制されている学級
を担当する教諭、助教諭及び
講師

当該学級における授業又は指
導
(1)3の学年の児童又は生徒で
編制されている学級における授
業又は指導
(2)2の学年の児童又は生徒で
編制されている学級における授
業又は指導

(1)日額　350円
(2)日額  290円

千円

学校職員のうち、教頭、教諭、
養護教諭、栄養教諭、助教諭、
養護助教諭、講師(常時勤務の
者及び再任用短時間勤務職員
に限る。)、寄宿舎指導員又は
実習助手で、その属する職務
の級が教育職給料表(一)及び
(二)の1級又は2級であるもの

(1)次に掲げる学校管理下にお
いて行う業務
　①非常災害時における児童若
しくは生徒の保護又は緊急の防
災若しくは復旧の業務
　②児童又は生徒の負傷、疾病
等に伴う救急の業務
　③児童又は生徒に対する緊急
の補導業務
(2)修学旅行、林間学校、臨海
学校等（学校が計画して実施す
るものに限る。)において児童又
は生徒を引率して行う指導業務
で宿泊を伴うもの
(3)対外運動競技等において児
童又は生徒を引率して行う指導
業務で宿泊を伴うもの又は週休
日若しくは祝日法による休日等
及び年末年始の休日等に行うも
の
(4)学校の管理下において行わ
れる部活動(正規の教育課程と
してのクラブ活動に準ずる活動
をいう。)における児童又は生徒
に対する指導業務で、週休日、
休日等又は休日等に当たる日
以外の正規の勤務時間が4時間
又は3時間45分である日に行うも
の

6,212

主な支給対象職員
支給実績

(令和６年度決算)
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91,372 千円

第５号（漁業実習
指導手当）

第３号（教育業務
連絡指導手当）

第４号（特別支援
教育手当）

325,578 千円

学校職員のうち次に掲げる職
員
(1)特別支援学校に勤務する教
諭、養護教諭、栄養教諭、助教
諭、養護助教諭、講師、寄宿舎
指導員及び実習助手
(2)小学校、中学校、義務教育
学校又は高等学校に勤務する
教諭、助教諭及び講師のうち、
学校教育法第81条に規定する
特別支援学級を担当し、特別
支援教育に直接従事すること
を本務とするもの及び学校教
育法施行規則第140条に規定
する児童又は生徒に対する特
別支援教育に直接従事するこ
とを本務とするもの

障がいのある幼児、児童又は生
徒に対する授業又は指導

月額　12,600円
（再任用短時間勤務職員及び育児短
時間勤務職員等
　日額600円）

日額　200円

3,547
八戸水産高等学校の実習船の
乗組職員

次に掲げる漁業実習指導
(1)遠洋漁業実習において当該
職員の職務に従事する場合
(2)沿岸漁業実習（操業中に限
る。）において当該職員の職務
に従事する場合

千円

(1)遠洋漁業実習
　①航海中　日額　600円
　②操業中　日額　1,200円～5,280円
(2)沿岸漁業実習
  操業中　日額　300円

教諭のうち、教務その他の教育
に関する業務についての連絡
調整及び指導助言にあたる次
表に掲げる主任等の職務を担
当する教諭
【小学校及び義務教育学校の
前期課程】教務主任、学年主
任、研修主任、生徒指導主任
【中学校及び義務教育学校の
後期課程】教務主任、学年主
任、生徒指導主事、進路指導
主事、研修主任
【高等学校】教務主任、学年主
任、生徒指導主事、進路指導
主事、学科主任、農場長、渉外
主任、図書主任、寮務主任(五
所川原農林高等学校及び三本
木農業恵拓高等学校に置かれ
るものに限る。)
【特別支援学校】教務主任、学
年主任、生徒指導主事、中学
部及び高等部に置かれる進路
指導主事、学科主任、寮務主
任、部主任

当該担当に係る業務

14



警察職員の特殊勤務手当

職員の特殊勤務手
当に関する条例
（昭和26年７月17
日青森県条例第39
号）第19条第１項
に掲げる号

千円

第１号（刑事警備
作業手当）

第３号（犯罪鑑識
作業手当）

刑事警備作業

側近警衛又は身辺警護の作業

犯罪鑑識作業

 警察官(管理職手当の支給を
受ける職員を除く。)又は警察
官以外の警察職員

警察本部長が指定する警察官 489

第４号（交通捜査
取締等手当）

第５号（警ら作業
手当）

支給実績
(令和６年度決算)

警察官

交通捜査取締等

警ら、雑踏警備又は重要な施設
の警戒等の作業

(1)交通事件、違反等の捜査作業
　日額　560円
(2)高速道路上における交通人身事
故等の捜査作業
　日額　840円（日没時から日出時ま
での間に従事する場合は1,260円）
(3)一般道路上における交通人身事
故等の捜査作業
　日額　560円（日没時から日出時ま
での間に従事する場合は840円）
(4)交通指導、取締りのため交通取締
用自動二輪車を運転する作業
　日額　560円
(5)交通指導、取締りのため交通取締
用四輪車を運転する作業
　日額　420円
(6)高速道路上における交通整理、交
通取締り等の作業
　日額　460円
(7)一般道路上における交通整理、交
通取締り等の作業
　日額　310円

(1)交通の整理、犯罪の予防等のため
無線警ら車を運転する作業
　日額　420円
(2)犯罪の予防等のために行う警ら作
業、祭り等における雑踏警備又は重
要な施設の警戒等を行う作業
　日額　340円

17,475 千円

35,677 千円

日額　560円
（専ら内勤作業に従事した場合は280
円）

警察官(管理職手当の支給を
受ける職員を除く。)又は警察
官以外の警察職員

千円4,914

千円56,855

左記職員に対する支給単価

第２号（警衛警護
手当）

(1)天皇又は皇后、上皇、上皇后、皇
嗣、皇嗣妃若しくは悠仁親王の警衛
　日額　1,150円
(2) (1)に掲げる皇族以外の皇族の警
衛
　日額　640円
(3)警護要則第2条に規定する警護対
象者の警護
　日額　1,150円

主な支給対象職員 主な支給対象業務

警察官(管理職手当の支給を
受ける職員を除く。)又は警察
官以外の警察職員

日額　560円
（少年補導職員　日額340円）
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警察職員(管理職手当の支給
を受ける職員で警察本部科学
捜査研究所の総括研究管理官
及び研究管理官の職以外の職
にあるものを除く。)

(1)警察本部の爆発物処理班
員
(2)爆発物処理班員以外の警
察職員
(3)右記(2)の作業に従事する警
察職員
(4)警察本部の生活保安課、警
察署、交番その他の派出所又
は駐在所に勤務する警察職員

(1)左記(1)の職員が行う次に掲
げる作業、又は左記(2)の職員
が周囲の状況から特に緊急を
要する措置が必要と認められる
場合に行う爆発物処理作業
①容疑物件（爆発物又はその疑
いのある物件をいう。以下同
じ。）の種類等の識別及び認定
の作業
②危険防止のため、容疑物件
の周囲の砂袋、タイヤ等を積み
上げる等のしゃへい作業
③容疑物件の冷却作業又は
エックス線撮影作業
④容疑物件の処理筒への収納
及び搬送作業
⑤容疑物件の解体作業
⑥容疑物件の爆破のための特
に危険な作業
⑦①～⑥までの作業に当たり容
疑物件に接近して指揮を行う作
業
(2)
①特殊危険物質（サリン及びサ
リン以上の又はサリンに準ずる
強い毒性を有する物質）又はそ
の疑いのある物質（以下「特殊
危険物質等」という。）の処理作
業で次に掲げるもの
(ア)特殊危険物質等に対して直
接行う検知、鑑識、鑑定、収容、
除去その他の警察活動に係る
作業
(イ)容器等に封入されている特
殊危険物質等に対して行う鑑
識、収容、移動等の作業で、特
殊危険物質等の発散又は漏洩
のおそれがあるもの
②特殊危険物質による被害の
危険がある区域内において行う
作業（①に掲げる処理作業を除
く。）
(3)左記(4)の職員が火薬類又は
高圧ガスによる災害が発生した
場合に災害の現場で行う、火薬
類取締法第43条第2項又は高
圧ガス保安法第62条第5項の規
定による立入検査（帳簿書類だ
けの検査の場合は除く。）の業
務

第６号（看守護送
手当）

第７号（死体取扱
手当）

第８号（夜間特殊
業務手当）

千円203
第９号（爆発物等
処理作業手当）

交代制勤務を行う警察職員

死体の検視、見分又は検証等
に当たって死体に接触して行う
作業又は死体解剖補助作業

正規の勤務時間による勤務の
一部又は全部が深夜(午後10時
後翌日午前5時前の間)におい
て行われる警ら、警備、看守等
の業務

警察官(管理職手当の支給を
受ける職員を除く。)又は警察
官以外の警察職員

千円

日額  280円

44,432

44,731

千円

千円6,730
被疑者及び被告人等の看守又
は護送作業

（１）死体の検視、見分又は検証等に
当たって死体に接触して行う作業
　死体一体につき　1,600円
（心身に著しい負担を与えると認めら
れる作業で人事委員会が別に定める
ものに従事したときは3,200円）
（２）死体解剖補助作業
　死体一体につき　3,200円

勤務１回につき　730円
(深夜における勤務時間が2時間未満
の場合は410円)

(1) (1)に掲げる作業
　作業1回につき　5,200円（2以上の
作業に従事したとしても、容疑物件1
個については、作業1回とする。）
(2) (2)①に掲げる作業
　日額　2,600円（心身に著しい負担
を与えると人事委員会が認める作業
に従事した場合は4,600円）
(3) (2)②に掲げる作業
　日額　250円
(4) (3)に掲げる作業
　日額　300円
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第1０号（潜水作業
手当）

第１１号（緊急作
業手当）

警察官（管理職手当の支給を
受ける職員を除く。）又は警察
官以外の警察職員

正規の勤務時間に引き続かな
い時間において緊急の呼出し
により勤務することを命ぜられ、
次に掲げる作業に従事する場
合(勤務公署又はこれに準ずる
場所以外から従事する場合に
限る。)で、その従事する時間帯
の一部又は全部が夜間(午後9
時後翌日午前5時前の間)である
とき
(1) 刑事警備作業
(2) 警衛警護作業
(3) 犯罪鑑識作業
(4) 交通捜査取締等作業
(5) 看守護送作業
(6) 爆発物等処理作業

人命救助、捜索等のため潜水
器具を着用して行う潜水作業

警察職員

第１２号（航空手
当）

(1)左記①②の職員が行う回転
翼航空機の操縦又は整備
(2)回転翼航空機に搭乗して従
事する次に掲げる作業
① 回転翼航空機の操縦業務
② 回転翼航空機の整備業務
③ 捜索救難、犯罪の捜査、鎮
圧、警備、交通の取締りに関す
る業務
④ その他人事委員会が認める
業務

千円1,132

千円

千円4,134

次に掲げる警察職員
①航空法第24条に規定する事
業用操縦士又は自家用操縦士
の資格を有する職員
②航空法第24条に規定する一
等航空整備士又は二等航空整
備士の資格を有する職員
③右記(2)の作業に従事する警
察職員

(1)の業務
　①の職員　月額　30,000円
　②の職員　月額　10,000円
(2)の業務
　①の作業
　搭乗時間1時間につき　5,100円
（日没時から日の出時までの間に行う
場合、飛行規程に定める飛行回避領
域内で行われる場合（離陸又は着陸
を除く。）その他人事委員会が著しく
危険なものと認める場合は6,630円）
　②の作業
　　搭乗時間１時間につき　2,200円
（飛行規程に定める飛行回避領域内
で行われる場合（離陸又は着陸を除
く。）その他人事委員会が著しく危険
なものと認める場合は2,860円）
　③④の作業
　搭乗時間1時間につき　1,900円
（飛行規程に定める飛行回避領域内
で行われる場合（離陸又は着陸を除
く。）その他人事委員会が著しく危険
なものと認める場合は2,470円）

7

 20mまで　　　1時間　　310円
 30mまで　　　　〃　　　 780円
 30mを超えるとき
　　　　　　　　 　 〃　　1,500円

作業１回につき　1,240円
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(1)の作業
　　(警戒区域外)
　　 日額　　840円
　　　（大規模な災害として人事
　　　　委員会が定める災害に
　　　　対処する場合は1,080円）
　　(警戒区域内)
　　 日額　1,680円
(2)の作業　日額　560円
(3)の作業　4万円を超えない範囲内
で人事委員会が定める額

第１３号（災害応
急警備等手当）

第１４号（核物質
輸送警備手当）

第１５号（銃器犯
罪捜査手当）

第１６号（海上警
備手当）

第１７号（用地買
収交渉等手当）

0 千円

0 千円

千円警察職員

(1)豪雨等異常な自然現象若し
くは大規模な火事等により重大
な災害が発生した箇所又はその
周辺において行う災害警備、遭
難救助、通信施設の臨時設置、
運用若しくは保守又は心身に著
しい負担を与えると人事委員会
の認める作業
(2)山岳において著しく危険かつ
困難な状況の下で行う遭難者の
捜索又は救助
(3)原子力緊急事態宣言があっ
た場合に対処するための次に掲
げる作業
①特定原子力事業所（緊急事
態応急対策実施区域に所在す
る原子力事業所のうち人事委員
会が定めるもの）の敷地内にお
いて行う作業
②特定原子力事業所に係る原
子力災害対策本部長指示に基
づき設定された区域等を考慮し
て人事委員会が定める区域に
おいて行う作業（①に掲げる作
業を除く。）

警察本部施設装備課に勤務す
る警察職員及び警察署におい
て会計事務に従事する職員

次に掲げる業務又はその補助
業務
(1)違法事犯の警戒・取締活動
業務
(2)違法船舶又はその疑いのあ
る船舶の追跡業務
(3)犯罪の捜査活動業務
(4)人事委員会が認める業務

用地買収による交渉又は事業
の施行により生ずる損失の補償
に係る交渉の業務（国、地方公
共団体等との交渉を除く。）に従
事したとき

警察用船舶に乗り組む海事職
給料表の適用を受ける警察職
員

核物質の防護に関する条約附
属書Ⅰの2の(b)に規定する第一
群の核物質を輸送する車両に
追従し、又は先導して行う警備
作業

(1)銃器又はその疑いのある物を
使用している犯罪現場における
犯人逮捕等の業務
(2)(1)の業務に付随して行われ
る現場配置の業務
(3)銃器を所持する犯人の逮捕
の業務
(4)(3)の業務に付随して行われ
る現場配置の業務
(5)銃器が使用された暴力団の
対立抗争事件に伴う暴力団事
務所等に対する張付警戒の業
務
(6)暴力団等による保護対象者
に対する危害を未然に防止する
ために行う保護対策の業務

警察官

警察職員

日額　500円

日額　300円

325 千円

0 千円

日額 　640円

(1)　日額　 1,640円
(2)　　〃  　1,100円
(3)　　〃　  1,100円
(4)　　〃　  　 820円
(5)　　〃　 　  820円
(6)　　〃　　 　820円

159
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 (5) 時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注）　職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（○年度決算）」

　　　と同じ年度の４月１日現在の総職員数（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤

　　　務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含む。

 (6) 寒冷地手当（令和７年４月１日現在）

千円

　円

扶養親族のある職員 　円

その他の世帯主である職員 　円

その他の職員 　円

扶養親族のある職員 　円

その他の世帯主である職員 　円

その他の職員 　円

 (7) その他の手当 （令和７年４月１日現在）

千円 円

千円 円

職員１人当たり平均支給年額（令和６年度決算） 378

372

内容及び支給単価
（月額）

国の制度
との異同

国の制度と異
なる内容

支給実績
（令和６年度決算）

手　当　名

通勤手当

交通機関や自家用車などで通勤す
ることを常例としている場合に支給さ
れます。

バスや電車などの公共交通機関利
用の場合
　　　　　　最高　150,000円
自家用車など利用の場合
　　　　　　最高　46,000円

異なる

自家用車など
利用の場合の
最高額（国は、
31,600円）

1,553,875 116,421

236,4981,504,128同

配偶者や子などを扶養している場合に支
給されます。

配偶者
　行政職給料表7級以下に
　相当する職員　　　3,000円
　行政職給料表8級以上に
　相当する職員　　　支給しない

父母等
　行政職給料表7級以下に
　相当する職員　　　6,500円
　行政職給料表8級に
　相当する職員　　　3,500円
　行政職給料表9級以上に
　相当する職員　　　支給しない

子　　  　 　　　　　　11,500円
子が満16歳～22歳の加算
　　　　　1人につき　5,000円

扶養手当

支給職員１人当たり平均
支給年額

（令和６年度決算）

職員１人当たり平均支給年額（令和５年度決算）

支給実績（令和５年度決算） 2,659,167

支給実績（令和６年度決算） 2,697,079

　※平内町及び深浦町を支給対象地域としている。

支給対象地域

青森県内

北海道

世帯主等の区分

支給職員１人当たり平均支給年額（令和６年度決算）

支給実績（令和６年度決算） 1,151,442

73,877

支給額（月額）

19,800

11,400

8,200

26,000

14,500

9,800
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千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円管理職手当

管理又は監督の地位にある職員のう
ち、人事委員会規則で指定するもの
に支給されます。

支給額＝31,700～139,300円

同 1,133,953 731,583

夜間勤務手当

正規の勤務時間として、深夜（午後
10時～午前5時）に勤務することを命
ぜられた職員に支給されます。

支給額＝勤務１時間当たりの給与額
×25/100×勤務時間数

同 107,944 157,124

休日勤務手当

休日等において、正規の勤務時間
中に勤務することを命ぜられた職員
に支給されます。

支給額＝勤務１時間当たりの給与額
×135/100×勤務時間数

同 347,897 327,895

宿日直手当

正規の勤務時間以外の時間及び休
日等に、本来の勤務に従事しないで
宿直勤務又は日直勤務をした場合
に支給されます。

１日勤務の場合
　一般　4,400円
　特殊　5,300～21,000円

同 552,781 361,531

単身赴任手当

異動などにより配偶者と別居して単
身で生活することとなった場合に支
給されます。

            最高　100,000円

同 165,511 409,681

特地勤務手当等

へき地など生活の著しく不便な地に
ある公署に勤務する場合に支給され
ます。

支給額＝（給料の月額＋扶養手当
の月額）×支給割合（県内2～12％）

同 9,563 109,920

へき地手当等

へき地学校等に勤務する職員に対し
て支給されます。

支給額＝（給料の月額＋扶養手当
の月額）×支給割合（県内2～12％）

101,092 229,755

住居手当

借家や借間の家賃を負担して住ん
でいる場合に支給されます。

　　　　　　最高　27,000円

異なる
最高額
（国は28,000
円）

1,434,548 306,200
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千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

産業教育手当

高等学校における農業、水産、工業
又は電波に係る産業教育に従事す
る教員及び実習助手に支給されま
す。

12,600円

49,657 168,901

定時制通信教育手
当

県立又は市町村立の高等学校で、
定時制又は通信制の課程を置くもの
の教員に支給されます。

12,600円

23,606 188,848

災害派遣手当

災害応急対策、災害復旧又は復興
計画の作成等のため国等の職員の
派遣を受ける場合に、当該派遣され
た職員に支給されます。

１日につき最高　6,620円

0 0

農林漁業普及指導
手当

農業、林業又は水産業に関する専
門の事項等について調査研究を行う
とともに、農業、林業又は水産業に
従事する者に接して、これらに関す
る技術及び知識を普及指導すること
を職務とする職員に支給されます。

12,600円

17,225 123,921

義務教育等教員特
別手当

義務教育諸学校及び高等学校等の
教育職員に支給されます。

最高　8,000円

651,525 71,833

管理職員特別勤務
手当

管理職手当の支給を受ける職員が
臨時又は緊急の必要その他の公務
の運営の必要により週休日又は休日
等に勤務した場合に支給されます。

勤務１回につき
　最高　12,000円

同 8,271 330,840

初任給調整手当

医師、獣医師等、専門的知識を必要
とし、かつ、採用による欠員の補充が
困難な職に採用され又は異動した職
員に支給されます。

最高　416,600円

異なる
獣医師が支給
対象となってい
る。

37,873 335,159
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５　特別職の報酬等の状況（令和７年４月１日現在）

円

円

円

円

円

月分

月分

（算定方式）

円

円

（注）　退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期

　　　（４年＝48月）勤めた場合における退職手当の見込額である。

副 議 長 3.40

970,000

副 議 長 810,000

議 員 780,000

議 員

報
酬

議 長 910,000

知 事 1,260,000円×在職月数×0.55 33,264,000 （任期通算・任期単位選択）

（支給時期）

副 知 事 970,000円×在職月数×0.4 18,624,000 （任期通算・任期単位選択）

退
職
手
当

(１期の手当額)

期
末
手
当

知 事 　　（令和６年度支給割合）

副 知 事 3.40

議 長 　　（令和６年度支給割合）

区　　分 給　　料　　月　　額　　等

給
料

知 事 1,260,000

副 知 事

22


